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　町では、洞爺湖町次世代育成支援対

策推進地域行動計画（後期計画）素案

に対するパブリックコメント（計画に

対するご意見など）を、平成22年2月15

日から３月12まで募集しましたが、ご

意見などありませんでしたので、報告

　　　　　　　　いたします。ご協力

　　　　　　　　ありがとうございま

　　　　　　　　した。

　　　　　　　　健康福祉課福祉・高

　　　　　　　　齢者Ｇ

　　　　　　　　　74-3001

洞爺湖町次世代育成支援
対策推進地域行動計画（後
期計画）素案に関するパブ
リックコメントの報告　

平成22年度

精神保健福祉相談
「心の健康相談」
精神保健福祉相談
「心の健康相談」

　平成22年度の「北海道立心身障害者総合相談所」による巡回相談が、

室蘭市障害者福祉総合センターにて、開催されますのでお知らせいた

します。

■日　　時　第１回目　平成22年５月31日（月）～平成22年６月３日（木）

　　　　　　第２回目　平成22年９月６日（月）～平成22年９月８日（水）

　　　　　　第３回目　平成22年11月29日（月）～平成22年12月２日（木）

　　　　　　第４回目　平成23年１月31日（月）～平成23年２月２日（水）

■会　　場　室蘭市障害者福祉総合センター

　　　　　　室蘭市東町２丁目１－６　0143-45-6611

　　　　　　会場は都合により変更することがあります。

■相談内容　 18歳以上の身体障害者及び知的障害者の方々の、医学

　　　　　　　的、心理的及び職能的判定など。

　　　　　　 補装具の処方及び適合判定など。

　　　　　　 その他、障害に係る専門的相談など。

■申 込 み　相談は予約制なので、相談希望日の１カ月前までに洞爺

　　　　　　湖町役場健康福祉課福祉・高齢者グループ

　　　　　　までにご連絡ください。

　　　　　　　0142-74-3001

　　　　　　※相談によっては、事前に聞き取りをす

　　　　　　　る場合があります。

　　　　　　※相談件数が多い場合は、希望日

　　　　　　　にならない場合があります。

心身障害者の巡回相談の開催心身障害者の巡回相談の開催

　道では洞爺湖町の案をもとに、虻田都市計画区域の「整備、開発及び保全の

方針」の見直しを行い、素案を取りまとめました。

　これは今後の洞爺湖町のまちづくりに大きな関わりを持つ、都市計画のマス

タープランであることから、次のとおり広く皆様からのご意見を募集します。

■意見募集期間

　平成22年４月30日（金）必着。

■資料の入手方法

　素案及び意見募集要領などの資料は、意見募集期間に次の場所で閲覧及び配

　布を行います。

・洞爺湖町都市計画課

・道ホームページ

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/）

・道建設部まちづくり局都市計画課（道庁10階）

・各支庁行政情報コーナー

■問合せ

　道都市計画課（　011-204-5563）・洞爺湖町都市計画課（　0142-74-3012）

＊都道府県が、都市の目標、区域区分の有無及び方針、土地利用、都市施設や

　市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針を、都市計画区域毎に

　定めるもので、各種都市計画は、全てこの方針に即して定められることとなり

　ます。

都市計画マスタープランへの意見を募集します


